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ＦＰ３級試験対策とポイント  ＜相続・事業承継＞ 

 

１． 相続と法律 

 

① 被相続人の配偶者は、常に相続人となる。第一順位（子）、第二順位（直系尊属）、第三順

位（兄弟姉妹）がある場合は、それらの者と同順位で相続する。 

 

② 養子縁組には普通養子縁組と特別養子縁組がある。普通養子縁組は実方の血族の相続

権、養親の相続権の両方を有するが、特別養子の場合、実方の血族の相続権は失われ

る。 

 

③ 遺言による相続分の指定（指定相続分）がない場合は、民法で定められた相続分（法定相

続分）によることになる。※法定相続分の割合は必ず覚える！ 

 

④ 非嫡出子の相続分は嫡出子の１／２とする。 

 

⑤ 代襲相続とは、被相続人の子が、相続開始以前に死亡しているとき、欠格または廃除によ

り相続権を失ったとき、その者の子が代襲して相続人となることである。但し相続放棄の場

合はその者の子による代襲相続は認められない。 

 

⑥ 再代襲とは、代襲相続人が死亡している場合に、その子が相続することであり、相続人が兄

弟姉妹の場合、代襲相続は認められるものの、再代襲は認められない。 

 

⑦ 遺産分割の方法としては、指定分割、協議分割、調停分割、審判分割がある。 

 

⑧ 財産分割の方法としては、現物分割、換地分割、代償分割の方法がある。代償分割とは、

共同相続人のうち特定の相続人が相続財産を取得し、代償として、その相続人が自己の固

有財産を他の相続人に支払う方法である。 

 

⑨ 相続の放棄・限定承認は、相続の開始があったことを知った日から３ヶ月以内に行われなけ

ればならない。行われなかった場合は単純承認したものとみなされる。また、限定承認は相

続人全員で家庭裁判所へ申述しなければならない。 

 

⑩ 遺言は、１５歳以上で、かつ意思能力があれば誰でも作成でき、未成年者の場合でも、法定

代理人（親）の同意は不要である。 

 

⑪ 自筆証書遺言と秘密証書遺言では、家庭裁判所の検印が必要である（公正証書遺言につ

いては不要）。また秘密証書遺言と公正証書遺言は遺言にあたり、２人以上の証人が必要
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である。 

 

⑫ 遺留分とは、遺言の内容にかかわらず一定の相続人が確実に受け取ることができる一定の

割合のことである。直系尊属のみが相続人である場合は、被相続人の財産の１／３、その

他の場合には、被相続人の財産の１／２である。ただし、兄弟姉妹には遺留分はない。 

 

⑬ 相続の放棄は、被相続人の生前に行うことはできないが、遺留分の放棄はいつでも可能で

ある。被相続人の生前に遺留分の放棄を行う場合には家庭裁判所の許可を得てすることが

できる。 

 

２． 相続と税金 

 

① 日本に住所を有していない納税義務者であっても、日本国籍を有していれば、原則として、

国内財産も国外財産もすべての財産が相続税の課税対象となる。 

 

② 相続により財産を取得した時点において日本国内に住所を有していない相続人（日本国籍

を有していない）が国内財産と国外財産を取得した場合、国内財産のみが相続税の課税対

象となる。 

 

③ 相続または遺贈により財産を取得した者が、被相続人から生前贈与により財産を取得して

いる場合、相続開始前３年以内に贈与を受けた財産については贈与時の価額で相続財産

に加算される。 

 

④ 相続税の課税対象となるのは、被相続人の本来の財産とみなし相続財産である。生命保険

金や死亡退職金、功労金などがみなし相続財産である。 

 

⑤ 墓地、仏壇、仏具や法定相続人が取得した生命保険金・死亡退職金等の一定の額（５００

万円×法定相続人の数）は非課税である。 

 

⑥ 死亡退職金等は、被相続人の死亡後３年以内に支払いが確定してものはみなし相続財産

として相続税の課税対象となり、３年経過後に確定したものは一時所得として扱う。 

 

⑦ 債務および葬式費用については、被相続人の未払い固定資産税は控除できるが、墓地購

入未払金は控除できない。また法事費用や香典返礼費用も控除できない。 

 

⑧ 相続税の課税価額を計算する際、相続を放棄した者であっても、葬式費用を負担している

場合は、その金額を、取得した財産の価額から控除することができる。 

 

⑨ 相続税の計算における基礎控除額は「５０００万円＋１０００万円×法定相続人の数」で計
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算する。 

 

⑩ 相続を放棄したものがいる場合には、その放棄がなかったものとした場合の法定相続人の

数を数える。 

 

⑪ 法定相続人の数に算入できる養子の数については、実子がいる場合には１人、実子がいな

い場合には２人であるが、特別養子については制限はない。 

 

⑫ 相続や遺贈によって財産を取得した者が、被相続人の一親等の血族（代襲相続人を含む）

および配偶者以外の場合は、その者の相続税額の２割に相当する金額を納付税額に加算

する。また被相続人の養子となった孫（代襲相続人を除く）も、２割加算の対象となる。 

 

⑬ 相続税の配偶者に対する税額軽減では、配偶者の課税価額が、相続税の課税価額の合計

額に対する配偶者の法定相続分相当額を超えた場合であっても、１億６０００万円までであ

れば課税されない（配偶者の税額軽減）。ただし内縁関係にある者は対象とならない。 

 

⑭ 相続開始時において２０歳未満の法定相続人は、未成年者控除の適用を受けることができ

る。控除額は「６万円×２０歳に達するまでの年数」である。 

 

⑮ 相続税の申告書は、相続の開始があったことを知った日の翌日から１０ヶ月以内に申告書

を納税地の所管税務署長に提出しなければならない。 

 

⑯ 相続税の延納においては、相続税額が１０万円を超えることが条件の一つとなっている。ま

た、「納税額が５０万円未満で、かつ、延納期間が３年以下の場合」を除いて担保を提供し

なければならない。 

 

⑰ 相続税を納める場合、延納から物納への変更は原則として認められていないが、例外もあ

る。また、贈与税の納税について物納は認められていない。 

 

３． 贈与と法律 

 

① 贈与契約が書面による場合には取り消しできないが、書面によらない場合（口頭等）には、

履行されていない部分については取り消すことができる。 

 

② 親族とは６親等以内の血族、配偶者および３親等以内の姻族である。 

 

４． 贈与と税金 

 

① 扶養義務者から生活費・教育費として贈与を受けた財産については、通常費用と認められ
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る範囲で非課税となるが、有価証券の購入にあてた場合は贈与税の課税対象となる。 

 

② 法人から個人への贈与は、贈与税の非課税財産となり、所得税（一時所得または給与所

得）の課税対象となる。 

 

③ 贈与税の基礎控除額は年間１１０万円である。 

 

④ 贈与税の配偶者控除では、婚姻期間が２０年以上である配偶者からの住宅用不動産もしく

は購入資金を贈与された場合に、贈与税の課税価額から２０００万円を控除できる。また、

取得の翌年３月１５日までに居住し、その後も引き続き居住することが要件となっている。 

 

⑤ 相続時精算課税制度は、一度選択すると後日撤回することはできず、その贈与者の相続開

始まで適用されることになる。非課税枠は受贈者単位で累計２５００万円（住宅取得資金贈

与の特例の場合は３５００万円）までである。 

 

⑥ 相続時精算課税制度では、特別控除枠２５００万円（または３５００万円）を超える部分に対

して、一律２０％の税率が適用される。 

 

⑦ 相続時精算課税制度（住宅取得資金贈与の特例を除く）の適用対象となるのは、贈与者は

６５歳以上の親、受贈者は２０歳以上の子である推定相続人（代襲相続人を含む）である。 

 

５． 相続税の評価（不動産） 

 

① 借地権とは、借主が地代を払い、土地所有者から借りた土地に建物を建てるなどして利用

している場合の借主の権利のことをいい、その評価額は「自用地価額×借地権割合」であ

る。 

 

② 貸宅地とは、土地の所有者が自己の土地を貸している場合をいい、地主の底地の権利を評

価した貸宅地の評価額は「自用地価額×（１―借地権割合）」である。 

 

③ 自己の土地に建物を建築し、その建物を賃貸の用に供した場合の敷地を貸家建付地とい

い、その評価額は「自用地価額×（１―借地権割合×借家権割合×賃貸割合）である。 

 

④ 小規模宅地等の減額特例では、被相続人の居住用宅地を、配偶者が取得した場合には、

相続税の申告期限まで引き続き所有しない場合でも、特定居住用宅地等として２４０ｍ2 ま

でを対象に８０％の減額が認められる。 

 

⑤ 小規模宅地等の減額特例の適用によって相続税がかからない場合であっても、申告は必

要である。 
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６． 相続税の評価（不動産以外） 

 

① ゴルフ会員権は、「課税時期の取引価格×７０％＋取引価格に含まれない預託金等」によっ

て評価する。 

 

② 生命保険契約に関する権利の評価は、原則として解約返戻金相当額によって評価する。 

 

③ 上場株式については、「課税時期の終値」「課税時期の属する月の毎日の終値の平均額」

「課税時期の属する月の前月の毎日の終値の平均額」「課税時期の属する月の全然月の

毎日の終値の平均額」の中で最も低い額で評価する。 

 

④ 同族株主とは、株主の１人とその同族関係者の有する議決権の数の合計が議決権総数の

３０％以上を占める場合の、その株主とその同族関係者をいう。ただし、他に、５０％超を占

める株主グループがいる場合は、その株主グループのみが同族株主となる。 

 

⑤ 会社規模による区分に基づいて取引相場のない株式を評価する場合、従業員が１００名以

上の会社については大会社に分類する。 

 

⑥ 配当還元価額を求める際、過去２年間の配当の平均額を用いるが、この配当の平均額が２

円５０銭未満または無配当の場合、配当の平均額を２円５０銭として計算する。 

 


